
は
じ
め
に

近
江
国
の
多
賀
社
（
多
賀
大
社
）
本
願
不
動
院
に
つ
い
て
は
、
菊
池
武
、

大
高
康
正
、
工
藤
克
洋
、
祐
川
恵
理
各
氏
の
研
究
に
よ
り
、
そ
の
時
期
的
変

（
�
）

遷
や
多
賀
社
内
に
お
け
る
位
置
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
と
く
に
祐
川

（
�
）

氏
の
研
究
は
、
本
願
不
動
院
の
成
立
を
、
六
角
氏
が
、「
非
正
規
組
織
で
あ

っ
た
「
同
宿
輩
」
を
正
規
の
多
賀
社
組
織
と
し
て
昇
格
さ
せ
、
不
動
院
を
中

心
と
す
る
「
本
願
」
を
設
置
し
」、「
自
国
の
宗
教
者
と
し
て
保
障
」
す
る
こ

と
で
「
六
角
氏
の
直
属
の
情
報
・
交
渉
機
関
」
と
し
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
は
、
多
賀
社
の
「
同
宿
輩
」
と
し
て
出
入
り

し
て
い
た
近
江
甲
賀
の
飯
道
寺
の
祐
盛
が
、
熊
野
本
願
を
も
兼
ね
、
兄
弟
弟

子
の
可
能
性
の
高
い
祐
尊
が
、
本
山
派
再
建
を
画
策
す
る
聖
護
院
門
跡
の
支

援
を
取
り
つ
け
多
賀
社
本
願
を
配
下
に
置
く
動
き
が
、
天
文
十
年
（
一
五
四

一
）
前
後
に
あ
っ
た
と
す
る
。
聖
護
院
門
跡
道
増
は
、
甥
の
将
軍
足
利
義
輝

の
下
知
に
よ
り
廻
国
活
動
を
行
い
、
配
下
の
山
伏
を
使
い
将
軍
と
地
方
諸
大

名
を
繋
ぎ
、
朝
廷
と
も
関
係
を
持
っ
た
。
将
軍
義
輝
の
全
国
統
治
と
聖
護
院

（
�
）

門
跡
道
増
に
よ
る
本
山
派
再
建
の
連
携
を
説
く
黒
嶋
敏
氏
の
研
究
を
発
展
さ

せ
、
多
賀
社
本
願
の
活
動
を
、
守
護
六
角
氏
と
修
験
内
の
動
き
、
さ
ら
に
幕

府
・
朝
廷
を
も
視
野
に
入
れ
て
説
明
し
た
点
は
画
期
的
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
多
賀
社
本
願
の
組
織
や
活
動
は
、
天
皇
・
将
軍
・
聖
護
院
門
跡
・
六
角

氏
と
い
っ
た
上
位
権
力
者
た
ち
と
の
関
係
を
視
野
に
入
れ
て
検
討
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
九
八
五
年
に
滋
賀
県
指
定
有
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
多
賀
大
社
の
梵

近
江
尼
子
氏
と
多
賀
社
本
願
不
動
院

│
天
文
二
十
四
年
銘
梵
鐘
の
研
究
（
一
）
│

西

島

太

郎
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鐘
一
口
は
、
総
高
二
〇
九
・
二
、
口
径
一
二
七
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
重

量
約
二
ト
ン
の
鋳
銅
製
で
、
池
の
間
の
一
区
か
ら
四
区
に
か
け
て
の
陰
刻
銘

ふ
し
ょ
う

か
ら
、
天
文
二
十
四
年
（
弘
治
元
・
一
五
五
五
）
九
月
に
多
賀
大
社
の
鳧
鐘

（
梵
鐘
）
と
し
て
不
動
院
祐
尊
ら
に
よ
り
鋳
造
さ
れ
た
。
指
定
の
際
の
説
明

は
「
百
二
十
二
名
の
寄
進
者
名
が
刻
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
で
あ

（
�
）

ろ
う
」
と
す
る
。
一
二
二
名
と
さ
れ
る
奉
加
者
は
、
多
賀
社
の
あ
る
近
江
国

を
中
心
に
、
北
は
能
登
国
、
東
は
武
蔵
国
、
西
は
出
雲
国
に
ま
で
広
が
る
。

奉
加
者
に
は
、
ま
だ
元
服
前
の
浅
井
長
政
の
名
や
、
河
内
の
有
力
者
安
見
宗

房
や
丹
下
盛
知
等
が
い
て
、
一
族
の
女
性
の
名
も
多
く
あ
り
、
天
文
二
十
四

年
段
階
の
地
方
有
力
者
の
人
名
・
通
称
・
官
途
・
女
性
を
含
め
た
一
族
に
つ

い
て
明
ら
か
に
で
き
る
稀
有
な
史
料
で
あ
る
。

こ
の
梵
鐘
は
、
奉
加
者
筆
頭
の
「
佐
々
木
宮
内
少
輔
源
賢
誉
」
と
次
行
の

「
尼
子
沙
弥
宗
心
」
を
六
角
義
賢
や
尼
子
晴
久
と
理
解
し
て
「
守
護
級
の
家

の
一
族
」
に
よ
る
奉
加
と
さ
れ
た
後
は
、
具
体
的
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な

い
。
本
稿
で
は
、
ま
ず
梵
鐘
銘
文
を
改
め
て
実
見
し
て
刻
文
の
確
定
を
行

う
。
そ
し
て
筆
頭
に
記
さ
れ
る
「
佐
々
木
宮
内
少
輔
源
賢
誉
」
と
「
尼
子
沙

弥
宗
心
」
が
、
近
江
の
尼
子
氏
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
な
ぜ
筆
頭
に

記
さ
れ
る
の
か
に
つ
い
て
検
討
を
行
う
。
そ
の
上
で
、
梵
鐘
が
鋳
造
さ
れ
た

天
文
二
十
四
年
段
階
の
本
願
不
動
院
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
梵
鐘
に
記
さ
れ

た
他
の
奉
加
者
に
つ
い
て
は
別
稿
で
検
討
を
行
う
。

第
一
章

天
文
二
十
四
年
九
月
吉
日
付

梵
鐘
銘
の
研
究
史

第
一
節

梵
鐘
銘
の
翻
刻

（
�
）

銘
文
の
翻
刻
は
、
年
代
順
に
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
①
『
多
賀
神
社
史
』

（
一
九
三
三
年
）。
②
坪
井
良
平
『
日
本
古
鐘
銘
集
成
』（
一
九
七
二
年
）。
③

『
湖
東
地
方
の
文
化
財
（
滋
賀
県
）』（
一
九
七
五
年
）。
④
『
多
賀
大
社
叢

書
』
文
書
篇
、
改
訂
版
（
一
九
八
三
年
）。
⑤
『
多
賀
信
仰
』（
一
九
八
六

年
）。
⑥
『
昭
和
六
十
年
度
滋
賀
県
文
化
財
調
査
年
報
』（
一
九
八
七
年
）。

⑦
『
お
多
賀
さ
ま
へ
は
月
ま
い
り
』（
一
九
九
四
年
）。
⑧
『
新
修
彦
根
市

史
』
第
五
巻
史
料
編
（
二
〇
〇
一
年
）。

文
字
の
異
同
か
ら
、
①
に
基
づ
き
④
⑤
が
、
②
に
基
づ
き
③
が
、
⑥
に
基

づ
き
⑦
⑧
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
各
活
字
は
②
を
除
き
、
梵

鐘
実
物
の
文
字
を
確
認
し
て
翻
刻
さ
れ
た
も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
②

で
は
「
武
州
遠
山
甲
□
守
□
�
�
」
と
読
ん
で
い
る
の
を
、
⑥
で
は
「
武
州

遠
﹇

﹈」
と
読
み
の
精
度
が
後
退
し
、
①
〜
⑥
ま
で
「
吉

田
筑
後
守
」
と
し
て
い
た
も
の
が
、
⑦
で
「
吉
田
築
後
守
」
と
し
、
⑧
に
も

（
筑
）

引
き
継
が
れ
「
吉
田
築
後
守
」
と
し
て
い
る
の
は
、
孫
引
き
に
よ
る
誤
読
で

あ
る
。

そ
の
た
め
本
稿
で
は
、
①
②
⑥
を
参
考
と
し
つ
つ
も
、
梵
鐘
を
改
め
て
調

（
�
）

査
し
、
現
地
で
確
認
を
行
っ
た
上
で
文
字
の
確
定
を
行
っ
た
。
以
下
に
そ
の

銘
文
を
記
す
。

近江尼子氏と多賀社本願不動院 （１００）

― ５９ ―



【
史
料
１
】
多
賀
大
社
梵
鐘
銘

（
第
一
区
）

大
日
本
国
近
江
州
多
賀
大
社
鳧
鐘

天
文
廿
四
年
九
月
廿
日
奉
鋳
之
畢

本
願
上
人
祐
尊
謹
誌

（
第
二
区
）

（
尼
子
）

佐
々
木
宮
内
少
輔
源
賢
誉

横
関
妙
祐

太
田
監
物

尼
子
沙
弥
宗
心

横
関
彦
助

同
安
久
里
女

（
貞
隆
）

多
賀
豊
後
守

藤
田
三
兵
衛
尉

山
路
玄
蕃
助

多
賀
与
九
郎
左
衛
門

藤
沢
猿
女

同
橋
松
女

（
宗
）

高
宮
右
京
亮
豊
□

梅
戸
加
賀
守

神
戸
於
劫
女

（
宗
存
）

（
利
盛
）

高
宮
権
九
郎

神
戸
下
総
守

同
住
茶
々
女

同
千
代
光
女

後
藤
兵
部
少
輔

峯
北
村
茶
智
女

同
大
一
坊
女

羽
津
宗
持

同
一
笹
千
女

（
宗
綱
）

高
宮
新
右
衛
門
尉

萱
生
宗
明

野
々
村
徳
聚
軒

（
頼
忠
）

馬
場
若
狭
守

萱
生
見
清
女

桑
原
兵
部
丞

海
老
名
三
川
守

兼
貞
七
郎
左
衛
門
尉

（
藤
長
）

尾
州
岩
倉
野
村

雲
林
院
兵
部
少
輔

刃
輪
清
左
衛
門
尉

片
岡
善
右
衛
門
尉

雲
林
院
宗
二
郎

高
信
千
代
女

（
の
ち
長
政
）

浅
井
猿
夜
叉

同
阿
茶
女

小
岐
須
子
々
女

浅
井
周
勝

同
茶
智
女

来
乗
大
徳

（
定
勝
）

今
村
右
近
佐

奥
平
監
物

雲
州
分

今
村
甚
二
郎

藤
川
久
兵
衛
尉

米
田
大
方

（
定
村
）

（
為
清
）

浅
井
左
衛
門
大
夫

菅
沼
織
部
佑

三
沢
左
京
亮

河
瀬
嶺
夜
叉

同
三
郎
左
衛
門
尉

吉
田
筑
守

〔
隠
〕（
隠
岐
豊
清
カ
）

河
瀬
□
松
女

能
州
七
尾
村
井
左
京
進

陰
岐
守

（
馬
田
慶
信
）

狩
野
弥
一

真
如
坊
定
朝

大
東
尾
張
守

（
経
元
）

井
口
越
前
守

（
第
三
区
）

多
賀
与
一

小
聖
宮
内
卿
祐
賢

妙
林

浅
見
紀
伊
守

同

小
貳
玄
善
豪

永
正

安
見
美
作
守
宗
房

同

兵
部
卿
祐
重

長
言

野
尻
孫
五
郎

同

善
行

福
乗

（
盛
知
）

丹
下
備
中
守

同

玄
範

行
春

平
三
郎
左
衛
門
尉

同

常
陸
玄
甲

覚
禅

冨
春
軒

同

上
総
玄
重

成
圓

（
盛
秀
）

走
井
備
前
守

同

筑
後
青
原

大
谷
東
阿

同

上
野
乗
音

〔
平
カ
〕

〔
磨
〕

松
田
左
衛
門
尉
真
□

同

播
摩
車
順

中
路
修
理
進

同

式
部
卿
玄
長

（
慶
満
）

今
村
紀
伊
守

同

土
佐
玄
龍

（
長
頼
）

今
村
源
四
郎

同

長
順

石
原
孫
二
郎

同

讃
岐
定
俊

秋
山
龍
雲
軒

同

備
後
祐
玉

松
浦
周
防
守
盛

同

武
蔵
宗
俊

泉
州
寿
松

同

伊
勢
正
俊

西 島 太 郎
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目
賀
田
次
郎
左
衛
門
尉

同

出
雲

堀
遠
江
守
秀
治

同

越
中
□
□

〔
日
カ
〕

百
々
越
前
守
□
佶

同

仙
朝

（
綱
景
）

武
州
遠
山
甲
斐
守

同

若
狭

同
母
松
楠
女

同

丹
後
真
□

祐
方

同

越
前
行
徳

同

越
後
長
賢

同

水
玉

同

和
泉
慶
高

（
第
四
区
）

小
倉
又
次
郎（信

近
）

三
州
水
野
藤
九
郎

同
所
□
□

第
二
節

銘
文
の
研
究
史

（
�
）

銘
文
の
検
討
は
、
年
代
順
に
以
下
の
も
の
が
あ
る
。
⑨
熊
谷
幸
次
郎
「
多

賀
大
社
の
つ
り
鐘
と
銘
文
」（
一
九
七
〇
年
）。
⑩
木
村
光
伸
「
梵
鐘
奉
納
と

武
将
た
ち
」（
一
九
八
六
年
）。
⑪
『
多
賀
信
仰
と
そ
の
周
辺
』（
一
九
九
〇

年
）。
⑫
『
多
賀
の
文
化
財

考
古
・
美
術
工
芸
品
』（
一
九
九
一
年
）。
⑬

『
お
多
賀
さ
ま
へ
は
月
ま
い
り
』（
一
九
九
四
年
）。
⑭
仁
木
宏
「
戦
国
時
代

の
多
賀
社
を
信
仰
し
た
人
々
」（
二
〇
〇
七
年
）。
⑮
工
藤
克
洋
「
聖
・
山
伏

が
う
み
だ
し
た
戦
国
期
の
本
願
」（
二
〇
一
〇
年
）。

以
上
の
七
編
の
う
ち
、
⑨
熊
谷
論
考
が
奉
加
者
に
は
「
佐
々
木
・
尼
子
氏

の
如
き
守
護
級
の
家
の
一
族
も
み
え
る
」
と
す
る
。
奉
加
者
冒
頭
の
二
人

「
佐
々
木
宮
内
少
輔
源
賢
誉
」「
尼
子
沙
弥
宗
心
」
を
指
す
と
み
ら
れ
る
。
続

く
⑩
木
村
論
考
で
、
奉
納
者
冒
頭
の
「
佐
々
木
宮
内
少
輔
源
賢
誉
」
を
「
近

江
守
護
職
佐
々
木
六
角
義
賢
（
入
道
し
て
承
禎
）
の
こ
と
」
と
し
、
次
の

「
尼
子
沙
弥
宗
心
」
は
「
犬
上
郡
尼
子
郷
の
土
豪
で
、
佐
々
木
一
族
の
流
れ
。

〔
ま
脱
〕

年
代
か
ら
推
察
す
る
に
永
正
十
二
年
（
一
五
一
五
）
生
れ
の
尼
子
晴
久
の
こ

と
か
」
と
す
る
。
尼
子
晴
久
だ
と
す
る
と
、
梵
鐘
鋳
造
の
三
年
前
に
出
雲
・

隠
岐
・
因
幡
・
伯
耆
・
備
前
・
美
作
・
備
後
・
備
中
の
八
か
国
守
護
に
補
任

さ
れ
た
人
物
と
な
る
。
⑪
文
献
で
は
、「
近
江
守
護
職
の
佐
々
木
六
角
承
禎

を
指
す
「
佐
々
木
宮
内
少
輔
源
賢
誉
」」
と
し
、
⑫
⑬
文
献
も
同
様
で
あ
る
。

つ
ま
り
⑨
か
ら
⑪
ま
で
の
文
献
は
、
⑨
熊
谷
論
考
の
「
守
護
級
の
家
の
一

族
」
を
さ
ら
に
具
体
化
さ
せ
た
⑩
木
村
論
考
で
「
佐
々
木
宮
内
少
輔
源
賢

誉
」
を
六
角
義
賢
と
し
た
比
定
の
継
承
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
義
賢
で
あ
る

こ
と
の
根
拠
は
示
し
て
い
な
い
。

⑭
仁
木
論
考
は
、
人
物
比
定
に
慎
重
で
、「
佐
々
木
宮
内
少
輔
源
賢
誉
」

「
尼
子
沙
弥
宗
心
」
に
は
触
れ
な
い
。「
一
地
方
神
社
」
に
過
ぎ
な
い
多
賀
社

が
、
戦
国
時
代
に
「
全
国
的
な
勧
進
活
動
に
経
済
的
な
基
盤
を
移
し
て
い

く
」
事
例
と
し
て
扱
い
、「
勧
進
聖
た
ち
の
活
動
圏
の
広
が
り
」
を
指
摘
す

る
。
⑮
工
藤
論
考
は
、
多
賀
社
本
願
不
動
院
の
組
織
や
経
済
活
動
を
明
ら
か

に
し
た
も
の
で
、
梵
鐘
銘
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
、（
一
）
勧
進
は
個
別

領
主
単
位
で
行
わ
れ
、（
二
）
河
内
守
護
被
官
の
安
見
宗
房
、
和
泉
守
護
代

松
浦
盛
、
山
城
土
豪
今
村
慶
満
の
名
が
あ
る
の
で
、「
不
動
院
が
当
時
威
勢

を
き
わ
め
た
新
興
の
武
士
を
勧
進
の
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
い
る
」
と
し
、

近江尼子氏と多賀社本願不動院 （１０２）
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（
三
）「
下
剋
上
で
成
り
上
が
っ
た
武
士
が
檀
那
と
し
て
掌
握
さ
れ
て
い
な
い

状
況
が
あ
り
、
そ
こ
を
取
り
込
ん
で
い
っ
た
」
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す

る
。
た
だ
人
名
の
確
定
に
は
史
料
的
根
拠
を
示
さ
ず
、
一
部
の
分
析
に
と
ど

ま
り
、
奉
加
者
全
体
か
ら
導
か
れ
た
見
解
で
は
な
い
点
に
問
題
が
残
る
。

以
上
、
従
来
の
研
究
で
は
、
⑭
仁
木
・
⑮
工
藤
論
考
を
除
き
、
奉
加
者
冒

頭
の
「
佐
々
木
宮
内
少
輔
源
賢
誉
」
を
近
江
守
護
の
六
角
義
賢
と
し
、
二
人

目
の
「
尼
子
沙
弥
宗
心
」
を
出
雲
な
ど
八
か
国
守
護
の
尼
子
晴
久
で
は
な
い

か
と
す
る
。
こ
の
二
人
は
、
奉
加
者
筆
頭
と
次
位
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
梵

鐘
鋳
造
で
中
核
と
な
る
奉
加
者
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
丁
寧
な
検
討
が

必
要
と
な
る
。

第
二
章

筆
頭
奉
加
者
の
近
江
尼
子
氏

第
一
節
「
佐
々
木
宮
内
少
輔
源
賢
誉
」

銘
文
の
配
列
は
、
池
の
間
各
区
に
横
に
三
列
あ
る
が
、
第
三
区
二
列
目
や

第
四
区
が
一
列
の
み
で
あ
る
点
か
ら
、
人
名
を
順
次
縦
に
記
す
の
で
は
な

（
�
）

く
、
左
行
へ
続
け
、
一
杯
に
な
る
と
下
段
右
へ
と
続
く
こ
と
が
わ
か
る
。
ま

ず
冒
頭
の
「
佐
々
木
宮
内
少
輔
源
賢
誉
」
を
検
討
す
る
。
天
文
二
十
四
年

時
、
六
角
義
賢
の
官
途
は
「
左
京
大
夫
」
で
あ
り
、「
宮
内
少
輔
」
で
は
な

い
。
ま
た
義
賢
が
「
賢
誉
」
と
名
乗
っ
た
こ
と
も
史
料
や
系
譜
類
か
ら
は
確

（
�
）

認
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
六
角
義
賢
で
は
な
い
。
で
は
、
こ
の
人
物
は
誰

か
。
次
の
六
角
義
賢
書
状
か
ら
尼
子
氏
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（

）

【
史
料
２
】
六
角
義
賢
書
状
写

（
犬
上
郡
）

度
々
註
進
祝
着
候
、
敵
山
中
江

可
出
之
由
候
間
、
久
徳
口
へ
御
越
尤

可
然
候
、
此
表
儀
無
差
事
候
条
、
其
方
儀
能
可
被
聞
居
候
、
猶
庵
頭
可

申
候
、
恐
々
謹
言
、

（
六
角
）

八
月
二
日

義
賢
（
花
押
影
）

尼
子
宮
内
少
輔
殿
進
之
候

（

）

【
史
料
３
】
六
角
義
賢
書
状

長
々
在
陣
、
尤
御
辛
労
之
至
候
、
殊
毎
事
御
馳
走
之
旨
、
対
興
禅
寺
芳

（
高
徳
）

札
得
其
意
候
、
祝
着
候
、
猶
三
塚
隼
人
可
申
候
、
恐
々
謹
言
、

（
六
角
）

七
月
十
日

義
賢
（
花
押
）

尼
子
宮
内
少
輔
殿
進
之
候

史
料
２
・
３
共
に
年
代
を
推
定
す
る
と
、
差
出
が
「
義
賢
」
で
発
給
さ
れ

る
文
書
は
、
父
六
角
定
頼
が
死
去
し
た
天
文
二
十
一
年
（
一
五
五
二
）
正
月

以
降
で
、「
承
禎
」
を
名
乗
る
以
前
の
弘
治
三
年
（
一
五
五
七
）
の
間
に
絞

（

）

ら
れ
る
。
尼
子
氏
は
佐
々
木
氏
の
庶
流
で
あ
り
、
源
姓
で
も
あ
る
。
そ
の
た

め
天
文
二
十
四
年
の
梵
鐘
銘
の
「
佐
々
木
宮
内
少
輔
源
賢
誉
」
は
「
尼
子
宮

内
少
輔
」
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
尼
子
宮
内
少
輔
」
の
実
名
は

「
賢
誉
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

文
書
の
内
容
を
み
る
と
、
史
料
２
で
は
、
六
角
義
賢
が
尼
子
賢
誉
に
対

し
、
尼
子
か
ら
の
度
々
の
注
進
を
謝
し
、
敵
方
が
山
中
に
出
没
す
る
と
い
う

の
で
、
尼
子
氏
が
犬
上
郡
久
徳
口
へ
出
向
い
た
の
は
適
切
で
あ
る
、
と
伝
え

て
い
る
。
犬
上
郡
久
徳
（
多
賀
町
）
は
、
多
賀
社
の
あ
る
多
賀
の
す
ぐ
北
の

芹
川
の
右
岸
に
あ
る
。
久
徳
北
方
の
霊
仙
山
か
ら
迫
り
く
る
京
極
方
軍
勢
へ

西 島 太 郎
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の
対
処
を
尼
子
氏
が
担
い
、
賢
誉
が
義
賢
へ
そ
の
状
況
を
逐
一
報
告
し
て
い

る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
史
料
３
で
は
、
賢
誉
が
「
長
々
」
と
「
在
陣
」

し
て
い
る
こ
と
に
対
し
、
義
賢
が
そ
の
「
辛
労
」
を
ね
ぎ
ら
っ
て
い
る
。
先

の
久
徳
口
へ
の
出
兵
と
同
時
期
か
、
時
期
は
特
定
で
き
な
い
が
六
角
氏
が
伊

勢
方
面
へ
出
兵
し
た
際
の
文
書
と
み
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
は
、
尼
子
氏
が
六

角
方
と
し
て
長
期
間
に
わ
た
り
出
陣
し
て
い
る
状
況
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ

の
よ
う
な
義
賢
と
賢
誉
の
関
係
を
考
慮
す
れ
ば
、
賢
誉
の
「
賢
」
字
は
義
賢

か
ら
の
偏
諱
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
賢
誉
の
次
行
「
尼
子
沙
弥
宗
心
」
は
、

「
沙
弥
」
と
法
体
で
あ
る
た
め
、
賢
誉
の
父
か
そ
の
一
族
で
は
な
い
か
と
推

察
さ
れ
る
。

以
上
か
ら
「
佐
々
木
宮
内
少
輔
源
賢
誉
」
は
尼
子
賢
誉
で
あ
り
、
法
体
の

宗
心
と
共
に
、
奉
加
者
筆
頭
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

第
二
節

近
江
尼
子
氏
と
多
賀
地
域

尼
子
氏
は
京
極
氏
の
庶
流
で
、
室
町
時
代
初
頭
の
京
極
高
氏
（
道
誉
）
の

子
高
秀
の
庶
子
高
久
に
始
ま
る
家
で
あ
る
。
高
久
の
嫡
子
が
近
江
尼
子
氏
、

庶
子
が
出
雲
尼
子
氏
と
な
っ
た
。
出
雲
尼
子
氏
は
京
極
氏
被
官
と
し
て
京
極

氏
の
守
護
領
国
で
あ
る
出
雲
国
の
守
護
代
と
な
り
、
次
い
で
将
軍
直
臣
の
外

（

）

様
衆
と
な
り
、
遂
に
は
大
名
と
な
っ
て
い
く
。
近
江
の
尼
子
氏
は
、
高
氏

（
道
誉
）
か
ら
受
け
継
い
だ
甲
良
庄
内
尼
子
郷
を
拠
点
に
、
将
軍
足
利
義
持

の
応
永
年
間
に
将
軍
直
臣
と
な
り
、
そ
の
所
領
で
あ
る
尼
子
郷
も
「
一
円
不

輸
」
と
し
て
守
護
不
入
権
を
付
与
さ
れ
た
。
将
軍
足
利
義
教
期
に
直
臣
団
が

整
備
さ
れ
る
と
、
近
江
尼
子
氏
は
直
臣
の
な
か
で
も
最
も
家
格
の
高
い
外
様

衆
に
編
成
さ
れ
た
。
近
江
尼
子
氏
は
、
将
軍
直
臣
と
し
て
度
々
将
軍
出
向
時

の
供
奉
を
勤
め
て
い
て
、「
佐
々
木
宮
内
少
輔
国
貞
」（
一
四
五
八
年
）、「
尼

子
宮
内
少
輔
長
綱
」（
一
四
八
六
年
）
等
が
確
認
で
き
る
。
幕
府
御
家
人
と

（

）

し
て
幕
府
│
守
護
に
対
す
る
公
役
納
入
責
任
者
と
な
る
の
で
、
近
江
尼
子
氏

は
国
人
層
に
位
置
づ
く
。
永
正
七
年
（
一
五
一
〇
）
に
は
将
軍
足
利
義
尹

（
義
稙
）
か
ら
足
利
義
澄
討
伐
の
た
め
の
出
陣
を
御
内
書
で
求
め
ら
れ

（「
佐
々
木
尼
子
刑
部
少
輔
」）、
同
十
七
年
に
は
、
管
領
の
細
川
高
国
が
近
江

へ
落
ち
た
際
、
京
極
高
清
へ
の
協
力
依
頼
を
取
り
次
い
だ
の
も
「
佐
々
木
尼

（

）

子
」
で
あ
っ
た
。

天
文
十
九
年
か
ら
二
十
二
年
に
か
け
て
京
極
高
広
が
六
角
定
頼
に
反
旗
を

翻
し
た
こ
と
で
、
佐
和
山
城
、
次
い
で
太
尾
城
の
攻
防
と
な
り
、
浅
井
氏
を

図 1 尼子氏関係図
（『滋賀県の地名』平凡社、1991年特別付録、「滋
賀県全図」明治 17年（1884）製作、二十万分一
図の部分を縮小）
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は
じ
め
湖
北
地
方
の
土
豪
・
地
侍
は
京
極
方
に
付
い
た
が
、
最
終
的
に
六
角

方
が
勝
利
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
湖
北
地
方
の
在
地
領
主
は
、
京
極
氏
で
は
な

（

）

く
六
角
氏
に
服
属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
間
の
尼
子
氏
の
動
向
は
不
明

で
あ
る
が
、
天
文
末
期
に
は
、
近
江
尼
子
氏
当
主
と
考
え
ら
れ
る
尼
子
賢
誉

が
六
角
義
賢
か
ら
偏
諱
を
受
け
、
さ
ら
に
六
角
氏
へ
積
極
的
に
情
報
を
提
供

し
、
長
期
の
軍
事
動
員
に
も
応
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

近
江
尼
子
氏
に
関
す
る
史
料
は
少
な
い
が
、
六
角
義
賢
期
は
六
点
を
数
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
賢
誉
と
多
賀
地
域
と
の
関
わ
り
を
示
す
の
が
次
の
三
点

の
文
書
で
あ
る
。

（

）

【
史
料
４
】
六
角
義
賢
書
状

（
近
江
国
犬
上
郡
）

多
賀
庄
一
円
井
水
儀
、
以
奉
行
分
水
可
申
付
候
、
双
方
可
為
等
分
、
少

茂

片
行
儀
候
者
、
不
寄
何
時
以
奉
行
、
幾
度
茂

水
分
所
江

井
口
於

下
半
分
充
順
路
可
申
付
候
、
井
口
仁

従
双
方
奉
行
可
付
置
候
、
聊
爾

之
儀
仕
方
者
、
堅
可
申
付
候
、
俵
石
儀
者
、
追
而
令
糺
明
可
申
付
候
、

恐
々
謹
言
、

（
六
角
）

六
月
晦
日

義
賢
（
花
押
）

尼
子
殿
進
之
候

史
料
４
は
、
天
文
二
十
一
〜
弘
治
三
年
間
推
定
六
月
晦
日
付
六
角
義
賢
書

状
で
あ
る
。
こ
の
書
状
は
、
犬
上
郡
に
属
す
る
多
賀
庄
一
円
の
水
利
に
関
わ

る
争
い
に
つ
い
て
、
争
う
双
方
に
井
水
が
等
分
に
行
き
渡
る
よ
う
六
角
氏
が

裁
定
し
、
そ
の
結
果
を
尼
子
氏
へ
知
ら
せ
た
も
の
で
あ
る
。
多
賀
庄
は
、
尼

か
わ
ら

子
氏
が
居
住
す
る
甲
良
庄
尼
子
郷
と
同
じ
郡
内
に
あ
る
。
義
賢
が
尼
子
氏
へ

結
果
を
知
ら
せ
て
い
る
の
は
、
こ
の
相
論
に
尼
子
氏
が
関
わ
っ
て
い
た
た
め

と
考
え
ら
れ
る
。

（

）

【
史
料
５
】
六
角
義
賢
書
状

（
近
江
国
犬
上
郡
）

甲
良
庄
惣
懸
取
之
事
、
近
年
木
朽
分
水
ニ
大
少
在
之
由
候
、
先
従
分
木

上
之
砂
を
可
取
由
、
三
郷
江

可
遣
奉
書
候
、
於
其
上
分
水
相
違
又
者

分
木
少
も
損
候
者
、
懸
取
之
儀
可
申
付
旨
、
尼
子
か
た
へ
可
被
申
候
、

恐
々
謹
言
、

（
六
角
）

七
月
廿
五
日

義
賢
（
花
押
）

池
田
宮
内
丞
殿

吉
田
修
理
進
殿

史
料
５
も
史
料
４
と
同
様
に
、
年
代
は
天
文
二
十
一
〜
弘
治
三
年
の
五
年

間
に
絞
る
こ
と
が
出
来
る
。
犬
上
郡
甲
良
庄
内
の
分
木
が
朽
ち
、
水
量
が
一

定
に
な
ら
な
い
た
め
、
ま
ず
分
木
の
上
の
砂
を
取
る
よ
う
、
甲
良
庄
内
の
三

郷
へ
六
角
氏
の
奉
行
人
奉
書
で
伝
え
る
と
し
、
そ
れ
で
も
水
量
が
一
定
に
な

ら
な
い
場
合
や
分
木
が
破
損
し
た
場
合
、
新
し
く
分
木
を
設
置
す
る
こ
と
と

し
、
こ
の
事
を
尼
子
氏
へ
伝
え
る
よ
う
六
角
義
賢
は
吉
田
・
池
田
両
氏
へ
指

示
し
た
。
甲
良
庄
尼
子
郷
を
拠
点
と
す
る
尼
子
氏
は
、
同
庄
内
の
水
利
に
関

し
、
尼
子
氏
も
利
害
関
係
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
多
賀
庄

・
甲
良
庄
な
ど
拠
点
周
辺
で
の
尼
子
氏
の
存
在
感
を
示
す
史
料
で
あ
る
。

（

）

【
史
料
６
】
正
覚
坊
徳
好
書
状

（
端
裏
書
）

正
徳
坊

「
馬
場
若
狭
守
殿

御
宿
所

徳
好
」

去
年
於
栗
栖
百
姓
等
結
水
付
而
喧
嘩
仕
出
候
間
、
可
有
御
糾
明
之
由
候

（
有
脱
カ
）

処
、
尼
子
殿
与
出
入
之
依
御
公
事
下
地
等
不
押
置
候
、
其
内
ニ
正
寿
院

下
地
壱
反
相
加
へ
彼
下
地
御
請
米
承
候
間
、
荒
申
候
て
ハ
無
勿
体
存

西 島 太 郎
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知
、
御
公
事
□
□
□
之
間
、
預
り
申
度
由
、
御
理
申
付
而
御
領
掌
畏
奉

存
候
、
則
先
作
人
分
取
上
、
自
此
方
耕
作
申
付
□
預
り
申
上
者
、
可
有

（
高
宮
豊
宗
）

□
所
々
越
候
、
此
等
之
旨
、
三
河
守
殿
江
具
御
申
肝
要
候
、
恐
々
謹

言
、

永
禄
元五
月
廿
六
日

徳
好
（
花
押
）

史
料
６
か
ら
は
、
弘
治
三
年
に
犬
上
郡
栗
栖
（
多
賀
町
）
に
お
い
て
百
姓

ゆ
い

等
が
結
水
で
喧
嘩
と
な
っ
た
際
、「
尼
子
殿
」
の
公
事
や
下
地
等
の
出
入
が

あ
る
場
所
だ
っ
た
の
で
、
差
し
押
さ
え
と
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

栗
栖
は
久
徳
の
東
隣
で
、
芹
川
の
上
流
に
あ
た
る
。
近
江
尼
子
氏
が
多
賀
社

周
辺
の
土
地
の
下
地
等
諸
職
を
所
持
し
て
こ
と
が
わ
か
る
。

近
江
尼
子
氏
関
連
史
料
は
わ
ず
か
し
か
な
い
。
し
か
し
天
文
二
十
四
年
前

後
の
尼
子
氏
に
つ
い
て
は
、
梵
鐘
銘
を
含
め
六
点
確
認
で
き
た
。
こ
の
頃
六

角
義
賢
か
ら
偏
諱
を
受
け
た
尼
子
賢
誉
は
、
六
角
氏
の
軍
勢
動
員
に
積
極
的

に
参
加
し
、
情
報
を
逐
一
報
告
す
る
と
と
も
に
、
霊
仙
山
か
ら
出
没
す
る
京

極
方
に
対
処
す
べ
く
多
賀
社
近
く
の
周
辺
に
軍
勢
を
進
め
る
な
ど
、
対
立
す

る
六
角
・
京
極
間
の
最
前
線
に
い
た
。
ま
た
六
角
氏
が
裁
定
し
た
多
賀
庄
内

の
水
を
め
ぐ
る
相
論
に
、
六
角
当
主
が
そ
の
結
果
を
賢
誉
へ
知
ら
せ
る
立
場

に
あ
り
、
尼
子
氏
が
拠
点
と
す
る
甲
良
庄
内
の
水
利
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ

っ
た
。
多
賀
社
に
近
い
来
栖
に
も
尼
子
氏
の
公
事
や
下
地
が
あ
っ
た
。
将
軍

直
臣
の
尼
子
氏
は
、
六
角
氏
勢
力
と
結
び
つ
く
こ
と
で
地
域
支
配
を
実
現
さ

せ
、
多
賀
社
梵
鐘
鋳
造
の
筆
頭
奉
加
者
と
し
て
立
ち
現
れ
て
き
た
と
考
え
ら

れ
る
。

第
三
章

不
動
院
の
勧
進
活
動

第
一
節

天
皇
・
将
軍
・
聖
護
院
門
跡
・
六
角
氏
と
不
動
院

鎌
倉
期
、
多
賀
社
は
犬
上
東
西
両
郡
の
総
鎮
守
と
し
て
、
郡
内
の
御
家
人

（

）

等
の
祭
儀
奉
仕
を
受
け
た
。
中
世
に
お
け
る
状
況
は
、
別
当
不
動
院
が
記
し

（

）

た
享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）
九
月
付
江
州
多
賀
大
社
別
当
不
動
院
由
緒
を

基
に
語
ら
れ
て
き
た
。
同
由
緒
冒
頭
は
「
多
賀
大
社
ニ
往
古
無
僧
坊
、
多
賀

豊
後
守
武
家
ニ
而

兼
神
官

代
々
為
神
官
之
長
、
三
拾
六
人
之
神
官
等
社
領
収
納

之
、
社
辺
之
諸
式
執
行
之
（
略
）、
明
応
三
年
至
リ
、
当
国
之
屋
形
佐
々
木

六
角
高
頼
朝
臣
命
多
賀
豊
後
守
高
満
、
護
摩
堂
一
宇
、
不
動
坊
舎
一
棟
令
建

立
之
云
々
」
と
記
す
。
多
賀
社
に
は
古
く
は
僧
坊
な
ど
な
く
、
武
家＝

幕
府

御
家
人
で
あ
り
な
が
ら
神
官
を
勤
め
た
多
賀
豊
後
守
家
が
神
官
の
長
官
を
務

め
、
複
数
の
神
官
で
社
領
や
神
事
を
催
行
し
て
い
た
。
明
応
三
年
（
一
四
九

四
）
に
六
角
高
頼
が
神
官
の
長
で
あ
る
多
賀
高
満
に
命
じ
て
、
護
摩
堂
と
不

動
坊
社
を
建
立
さ
せ
た
と
伝
わ
る
、
と
い
う
意
味
に
解
釈
で
き
る
。
戦
国

期
、
多
賀
氏
は
坂
田
郡
の
出
雲
守
系
が
京
極
高
清
を
、
犬
上
郡
の
豊
後
守
系

（

）

が
京
極
政
高
（
政
経
）
に
付
い
た
と
さ
れ
る
が
、
多
賀
高
満
を
同
時
代
史
料

で
追
う
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
六
角
高
頼
生
存
期
に
多
賀
社
に
発
給
さ
れ
た

所
領
安
堵
等
を
含
む
文
書
三
通
（
長
禄
三
、
明
応
八
、
永
正
八
）
は
、
全
て

京
極
氏
の
奉
行
人
連
署
奉
書
で
あ
っ
て
、
六
角
氏
の
支
配
領
域
は
多
賀
社
の

（

）

あ
る
犬
上
郡
を
含
ま
な
い
湖
東
地
域
だ
っ
た
。
江
州
多
賀
大
社
別
当
不
動
院

由
緒
に
は
、
開
基
祐
尊
を
日
野
内
光
の
子
と
し
て
い
る
が
、
江
戸
時
代
初

近江尼子氏と多賀社本願不動院 （１０６）
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め
、
日
野
輝
資
の
子
慈
性
を
不
動
院
五
世
に
迎
え
る
に
あ
た
り
生
み
出
さ
れ

（

）

た
由
緒
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
六
角
氏
と
多
賀
社
と
の
関

係
は
、
高
頼
に
続
く
定
頼
・
義
賢
父
子
の
代
に
最
も
密
と
な
り
、
社
領
安

堵
、
年
始
の
祝
儀
、
香
水
・
酒
肴
の
贈
答
が
あ
り
、
義
賢
は
多
賀
社
の
古
書

（

）

（
院
）

物
・
証
文
の
裏
打
に
つ
い
て
も
承
諾
し
て
い
る
。
高
頼
に
よ
る
不
動
坊
建
立

と
い
う
由
緒
は
、
そ
の
後
の
六
角
氏
と
の
関
係
を
物
語
る
た
め
に
仮
託
さ
れ

た
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

（

）

「
不
動
院
」
の
初
見
は
、
従
来
、「
鈴
鹿
日
記
」
永
享
二
年
（
一
四
三
〇
）

（

）

八
月
九
日
条
の
「
多
賀
不
動
院
采
女
」
だ
と
さ
れ
る
が
、
八
月
九
日
の
干
支

を
「
戊
寅
」
と
し
て
い
て
、
実
際
の
「
丁
丑
」
と
違
う
。
他
の
条
文
も
す
べ

て
実
際
の
干
支
と
違
う
。『
史
籍
集
覧
』
編
纂
者
の
近
藤
圭
造
（
瓶
城
）
は
、

「
行
文
の
配
列
其
の
当
を
失
し
た
る
も
の
及
誤
脱
と
認
む
へ
き
も
の
少
か
ら

ず
」
と
認
め
て
お
り
、「
鈴
鹿
日
記
」
の
年
月
日
は
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な

（

）い。「
不
動
坊
」
の
初
見
は
、
天
文
十
一
年
三
月
十
一
日
付
多
賀
大
社
修
理

（

）

所
衆
議
定
書
で
坊
号
を
名
乗
っ
て
い
た
の
が
、
同
十
九
年
七
月
二
十
四
日
付

（

）

不
動
院
祐
尊
契
状
以
降
、「
不
動
院
」
と
で
る
。「
鈴
鹿
日
記
」
の
「
不
動

院
」
記
事
も
天
文
十
九
年
以
降
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

祐
川
氏
は
、「
天
文
十
年
前
後
、
六
角
高
頼
な
い
し
定
頼
」
が
、「
多
賀
社

の
勧
進
活
動
に
従
事
し
て
い
た
同
宿
輩
を
正
規
の
組
織
と
し
て
体
系
付
け
、

坊
舎
を
建
立
し
て
拠
点
を
提
供
し
た
」
と
す
る
が
、
六
角
高
頼
は
永
正
十
七

年
（
一
五
二
〇
）
に
没
し
て
い
る
た
め
、
定
頼
に
よ
る
本
願
設
置
と
考
え
る

べ
き
で
あ
る
。
祐
川
氏
の
研
究
に
拠
れ
ば
、
多
賀
社
の
同
宿
輩
に
は
、
六
角

氏
の
庇
護
を
受
け
た
四
本
願
（
不
動
院
、
観
音
院
、
成
就
院
、
般
若
院
）
の

下
に
い
た
六
角
系
と
、
敏
満
寺
内
の
地
蔵
院
を
頂
点
と
す
る
敏
満
寺
系
に
二

分
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
縄
張
り
争
い
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
背
景
の
上

に
、
天
文
二
十
四
年
銘
梵
鐘
鋳
造
の
た
め
の
勧
進
活
動
が
あ
っ
た
と
考
え
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。

（

多

賀

本

願

）

天
文
十
八
年
（
一
五
四
九
）
五
月
二
十
八
日
、「
た
か
の
ほ
ん
く
わ
ん
」

祐
尊
は
、
聖
護
院
門
跡
道
増
の
取
次
で
上
人
号
の
勅
許
を
得
、
道
増
と
同
道

し
て
後
奈
良
天
皇
と
対
面
を
果
た
す
。
対
面
の
礼
に
、
祐
尊
は
一
〇
〇
〇
疋

（

）

を
朝
廷
へ
進
上
し
た
。
上
人
号
の
獲
得
は
、
天
皇
が
認
め
た
祐
尊
が
行
う
勧

進
活
動
と
な
る
こ
と
を
示
す
。
祐
川
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
将
軍
と
諸
国

大
名
を
繋
ぐ
聖
護
院
門
跡
の
後
ろ
盾
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
上
人
号
の
勅
許

を
得
る
こ
と
で
朝
廷
の
お
墨
付
き
を
得
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
諸
国

で
勧
進
活
動
を
行
う
に
あ
た
り
、
天
皇
・
将
軍
・
聖
護
院
門
跡
・
六
角
氏
の

協
力
を
取
り
付
け
た
こ
と
は
大
き
か
っ
た
に
違
い
な
い
。

天
文
二
十
四
年
銘
梵
鐘
は
、
祐
尊
の
上
人
号
獲
得
後
、
初
め
て
の
大
規
模

（

）

（

）

な
勧
進
活
動
で
あ
り
、
七
六
歳
の
祐
尊
に
と
り
最
晩
年
の
事
業
で
も
あ
っ

た
。
梵
鐘
は
勧
進
活
動
の
成
果
を
示
す
記
念
碑
的
意
味
を
持
つ
。「
本
願
上

人
祐
尊
」
と
刻
む
梵
鐘
は
、
不
動
院
配
下
の
同
宿
輩
の
活
動
に
よ
り
、
犬
上

郡
に
と
ど
ま
ら
ず
、
全
国
に
多
賀
信
仰
を
信
奉
す
る
奉
加
者
を
募
る
こ
と
が

で
き
、
実
際
に
多
く
の
奉
加
者
い
る
状
況
を
示
す
格
好
の
素
材
と
な
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節

不
動
院
の
勧
進
坊
主

こ
の
梵
鐘
鋳
造
が
祐
尊
だ
け
で
な
く
、
実
際
に
勧
進
活
動
を
行
っ
た
同
宿

西 島 太 郎
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（

）

輩
と
呼
ば
れ
た
山
伏
姿
の
勧
進
坊
主
に
と
っ
て
も
記
念
碑
的
事
業
で
あ
っ
た

こ
と
は
、
梵
鐘
鋳
造
に
併
せ
て
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
多
賀
社
参
詣
曼

荼
羅
（
サ
ン
ト
リ
ー
美
術
館
所
蔵
）
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
高

（

）

氏
の
分
析
に
よ
れ
ば
、「
本
殿
前
の
札
所
と
思
し
き
小
屋
内
の
「
山
伏
」」

は
、「
自
分
の
前
に
箱
を
置
き
、
そ
の
中
に
は
祈
禱
札
ら
し
き
も
の
が
確
認

で
き
る
が
、
傍
ら
で
跪
く
人
物
の
勧
進
奉
加
に
対
し
て
配
布
を
行
っ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
山
伏
」
の
背
後
に
は
大
き
な
梵
鐘
が
置
か
れ
て
い

る
」（
図
２
）。
不
動
院
祐
尊
に
よ
る
梵
鐘
鋳
造
の
勧
進
活
動
を
画
中
に
取
り

込
み
、「「
山
伏
」
に
よ
る
勧
進
活
動
を
描
く
こ
と
に
特
別
な
意
図
が
あ
っ

た
」
と
す
る
。

多
賀
社
参
詣
曼
荼
羅
は
三
幅
現
存
し
、
天
文
二
十
四
年
の
梵
鐘
鋳
造
時
、

天
正
十
七
年
（
一
五
八
九
）
の
豊
臣
秀
吉
の
奉
加
に
よ
る
本
地
堂
等
の
社
殿

造
営
時
、
寛
永
年
間
（
一
六
二
四
│
一
六
四
四
）
の
造
営
時
に
そ
れ
ぞ
れ
制

（

）

作
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
多
賀
社
参
詣
曼
荼
羅
は
多
賀
社
の
宝
物
と

い
う
扱
い
で
は
な
く
、
山
伏
姿
の
勧
進
坊
主
で
あ
る
同
宿
輩
（
近
世
で
は
坊

人
）
が
所
持
し
、
絵
解
き
し
つ
つ
実
際
の
勧
進
活
動
で
使
用
し
た
実
用
的
な

（

）

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
多
賀
社
参
詣
曼
荼
羅
は
、
同
宿
輩
（
坊
人
）
の

も
の
と
言
え
る
。
天
文
二
十
四
年
の
梵
鐘
鋳
造
時
の
も
の
は
、
そ
の
後
に
続

く
多
賀
社
参
詣
曼
荼
羅
の
最
初
の
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
自
ら
の
勧
進
活
動

の
姿
と
梵
鐘
を
描
き
込
ん
で
い
る
こ
と
は
、
同
宿
輩
に
と
っ
て
も
記
念
碑
的

事
業
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
勧
進
坊
主
に
よ
る
勧
進
活
動
無
く
し

て
梵
鐘
は
完
成
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

梵
鐘
の
第
三
区
中
段
に
は
「
小
聖
」
を
冠
す
る
者
が
二
六
名
、
下
段
に

「
小
聖
」
を
冠
し
な
い
者
七
名
を
記
す
。
こ
の
三
三
名
は
、
同
宿
輩
と
呼
ば

れ
る
山
伏
の
姿
を
し
た
勧
進
坊
主
と
思
わ
れ
る
。「
多
賀
信
仰
を
諸
国
に
波

及
さ
せ
、
自
身
の
活
動
拠
点
で
あ
る
各
地
の
檀
那
場
を
廻
っ
て
、
檀
家
へ
多

賀
社
神
札
、
牛
玉
宝
印
札
等
の
配
布
を
行
っ
て
い
た
者
」
で
、
江
戸
時
代
に

（

）

は
「
坊
人
」
と
呼
ば
れ
た
。
梵
鐘
銘
に
、
奉
加
者
だ
け
で
な
く
、
通
常
の
梵

鐘
銘
と
し
て
は
記
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
「
小
聖
」
と
冠
す
る
勧
進
坊
主
や
、

「
小
聖
」
を
冠
し
な
い
勧
進
坊
主
の
名
を
も
刻
み
込
ん
で
い
る
の
は
、
不
動

院
に
組
織
さ
れ
た
同
宿
輩
と
呼
ば
れ
た
勧
進
坊
主
の
存
在
の
大
き
さ
を
示
し

て
い
る
と
言
え
る
。

梵
鐘
銘
記
載
の
勧
進
坊
主
の
筆
頭
「
小
聖
宮
内
卿
祐
賢
」
は
、
不
動
院
開

基
祐
尊
が
永
禄
三
年
（
一
五
六
〇
）
に
八
一
歳
で
亡
く
な
っ
た
後
、
二
世
院

（

）

主
を
務
め
た
祐
賢
で
あ
り
、
梵
鐘
鋳
造
時
、
四
一
歳
だ
っ
た
。
以
下
、「
常

図 2 本殿前の梵鐘
（サントリー美術館所蔵「多賀社参詣曼荼羅」
部分。画像の無断転載禁止）
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〔
磨
〕

陸
玄
甲
」「
上
総
玄
重
」「
筑
後
青
原
」「
上
野
乗
音
」「
播
摩
車
順
」「
土
佐

玄
龍
」「
讃
岐
定
俊
」「
備
後
祐
玉
」「
武
蔵
宗
俊
」「
伊
勢
正
俊
」「
出
雲
」

「
越
中
□
□
」「
若
狭
」「
丹
後
真
□
」「
越
前
行
徳
」「
越
後
長
賢
」「
和
泉
慶

高
」
等
の
国
名
は
、
そ
の
国
に
檀
那
場
が
あ
る
か
、
檀
那
形
成
を
目
指
す
担

当
国
名
を
冠
し
た
も
の
で
、
国
名
を
冠
し
な
い
者
達
は
、
特
定
の
国
の
檀
那

場
を
も
っ
て
い
な
い
者
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
武
蔵
・
伊
勢
・
出
雲
・
和
泉

は
、
実
際
に
梵
鐘
鋳
造
で
奉
加
者
を
出
し
た
国
で
あ
る
。
武
蔵
は
宗
俊
が
、

伊
勢
は
正
俊
が
、
出
雲
は
名
前
が
な
く
、
和
泉
は
慶
高
が
在
地
の
有
力
者
と

交
渉
し
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
。
檀
那
場
の
あ
る
、
も
し
く
は
こ
れ
か
ら
檀

那
場
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
国
名
を
冠
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
北
か
ら

常
陸
・
上
総
・
上
野
・
武
蔵
・
越
後
・
越
中
・
越
前
・
若
狭
・
伊
勢
、
南
は

丹
後
・
和
泉
・
播
磨
・
備
後
・
讃
岐
・
土
佐
・
出
雲
・
筑
後
と
、
東
北
か
ら

九
州
ま
で
広
範
囲
に
、
同
宿
輩
の
勧
進
坊
主
は
活
動
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。天

文
・
永
禄
期
の
多
賀
社
の
同
宿
輩
に
は
、
六
角
系
（
不
動
院
、
観
音

院
、
成
就
院
、
般
若
院
の
四
本
願
）
と
敏
満
寺
系
（
地
蔵
院
）
の
二
系
統
が

（

）

あ
り
、
両
系
統
間
で
勧
進
の
場
所
を
め
ぐ
り
争
い
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
こ

の
様
な
偏
り
の
あ
る
分
布
と
な
っ
た
と
み
て
お
き
た
い
。

な
お
「
上
野
乗
音
」
と
記
さ
れ
る
「
乗
音
」
は
、
天
文
十
一
年
三
月
十
一

（

）

日
付
多
賀
大
社
修
理
所
衆
議
定
書
に
拠
れ
ば
、
多
賀
社
内
の
「
三
之
宮
并
聖

宮
」
修
理
担
当
者
に
「
乗
音
」
が
い
て
、「
上
森
中
并
四
屋
之
橋
」
の
修
理

（

）

も
、
成
就
坊
・
般
若
坊
・
観
音
坊
と
共
に
「
乗
音
」
が
担
当
し
て
い
る
。
こ

の
「
乗
音
」
と
「
上
野
乗
音
」
と
が
同
一
人
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
不
動
院

は
、
一
つ
の
修
理
所
を
担
当
で
き
る
能
力
の
あ
る
「
乗
音
」
を
、
配
下
の
勧

進
坊
主
と
し
て
取
り
込
み
、
組
織
し
た
と
評
価
で
き
る
。

お
わ
り
に

本
稿
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
く
。

多
賀
大
社
に
現
存
す
る
天
文
二
十
四
年
に
鋳
造
さ
れ
た
梵
鐘
の
銘
文
の
読

み
は
、
読
み
の
甘
さ
や
孫
引
き
に
よ
る
誤
読
が
み
ら
れ
た
が
、
改
め
て
実
見

し
て
銘
文
の
確
定
を
行
っ
た
。
こ
の
梵
鐘
は
、
不
動
院
の
初
代
祐
尊
が
本
願

と
な
っ
て
鋳
造
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
百
名
を
超
え
る
奉
加
者
を
含

む
人
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
筆
頭
に
記
さ
れ
る
「
佐
々
木
宮
内
少
輔
源

賢
誉
」
は
、
六
角
義
賢
で
は
な
く
将
軍
直
臣
の
外
様
衆
に
編
成
さ
れ
た
、
甲

良
庄
尼
子
郷
を
拠
点
と
す
る
尼
子
賢
誉
（
宮
内
少
輔
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
「
守
護
級
の
一
族
」
に
よ
る
奉
加
に
よ
り
鋳
造
さ
れ
た
も
の
と
は
言
え
な

か
っ
た
。

尼
子
賢
誉
は
、
将
軍
直
臣
で
あ
り
な
が
ら
、
天
文
末
期
に
は
六
角
氏
配
下

と
し
て
の
活
動
が
多
く
み
ら
れ
た
。
六
角
義
賢
か
ら
偏
諱
を
受
け
た
賢
誉

は
、
六
角
氏
の
軍
勢
動
員
に
積
極
的
に
参
加
し
、
情
報
を
逐
一
報
告
す
る
と

と
も
に
、
霊
仙
山
か
ら
出
没
す
る
京
極
方
に
対
処
す
べ
く
多
賀
社
近
く
の
周

辺
に
軍
勢
を
進
め
る
な
ど
、
対
立
す
る
六
角
・
京
極
間
の
最
前
線
に
い
た
。

ま
た
六
角
氏
が
裁
定
し
た
多
賀
庄
内
の
水
を
め
ぐ
る
相
論
に
、
六
角
当
主
が

そ
の
結
果
を
賢
誉
へ
知
ら
せ
る
立
場
に
あ
り
、
尼
子
氏
が
拠
点
と
す
る
甲
良

庄
内
の
水
利
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
多
賀
社
に
近
い
来
栖
に
も
尼
子

西 島 太 郎
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氏
の
公
事
や
下
地
が
あ
っ
た
。
将
軍
直
臣
の
尼
子
氏
は
、
六
角
氏
勢
力
と
結

び
つ
く
こ
と
で
地
域
支
配
を
実
現
さ
せ
、
多
賀
社
梵
鐘
鋳
造
の
筆
頭
奉
加
者

と
し
て
立
ち
現
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
た
。

次
に
、
梵
鐘
が
鋳
造
さ
れ
た
天
文
二
十
四
年
段
階
の
本
願
不
動
院
に
つ
い

て
検
討
を
行
っ
た
。
多
賀
社
の
同
宿
輩
と
し
て
出
入
り
し
て
い
た
近
江
甲
賀

の
飯
道
寺
の
祐
盛
が
、
熊
野
本
願
を
も
兼
ね
、
兄
弟
弟
子
の
可
能
性
の
高
い

祐
尊
が
、
本
山
派
再
建
を
画
策
す
る
聖
護
院
門
跡
の
支
援
に
よ
り
、
多
賀
社

本
願
を
配
下
に
置
い
た
の
が
天
文
十
年
前
後
で
あ
っ
た
。
従
来
、
無
批
判
に

利
用
さ
れ
て
き
た
享
保
十
六
年
（
一
七
三
一
）
作
成
の
江
州
多
賀
大
社
別
当

不
動
院
由
緒
は
、
不
動
院
の
成
立
を
古
く
語
る
も
の
で
あ
っ
た
。

天
文
十
八
年
（
一
五
四
九
）
に
上
人
号
の
勅
許
を
得
た
祐
尊
は
、
勅
許
を

得
る
こ
と
で
朝
廷
の
お
墨
付
き
を
得
、
諸
国
で
勧
進
活
動
を
行
う
に
あ
た

り
、
天
皇
・
将
軍
・
聖
護
院
門
跡
・
六
角
氏
の
協
力
を
取
り
付
け
た
。
上
人

号
獲
得
後
、
初
め
て
の
大
規
模
な
勧
進
活
動
が
天
文
二
十
四
年
銘
梵
鐘
鋳
造

で
あ
っ
た
。
七
六
歳
の
祐
尊
に
と
り
梵
鐘
鋳
造
は
、
こ
れ
ま
で
の
勧
進
活
動

の
成
果
を
示
す
記
念
碑
的
意
味
を
持
っ
た
。「
本
願
上
人
祐
尊
」
と
奉
加
者

名
を
刻
む
梵
鐘
銘
文
は
、
不
動
院
配
下
の
同
宿
輩
の
活
動
に
よ
り
、
犬
上
郡

に
と
ど
ま
ら
ず
全
国
に
多
賀
信
仰
を
広
め
、
奉
加
者
を
募
り
、
多
く
の
奉
加

者
を
開
拓
し
た
こ
と
を
示
す
。
多
賀
信
仰
が
全
国
的
化
し
つ
つ
あ
る
状
況
を

示
す
、
格
好
の
素
材
が
梵
鐘
銘
文
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
同
宿
輩
と
呼
ば
れ
た
山
伏
姿
の
勧
進
坊
主
（
後
の
坊
人
）

に
と
っ
て
も
同
様
だ
っ
た
。
勧
進
坊
主
が
絵
解
き
で
使
用
す
る
多
賀
社
参
詣

曼
荼
羅
が
、
梵
鐘
鋳
造
に
併
せ
て
初
め
て
作
成
さ
れ
、
梵
鐘
は
本
殿
の
前
に

描
き
込
ま
れ
た
。
そ
し
て
梵
鐘
に
も
勧
進
坊
主
の
名
が
刻
ま
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
勧
進
坊
主
に
は
「
小
聖
」
を
冠
す
る
国
名
が
付
さ
れ
、
国
名
が
檀
那

場
か
こ
れ
か
ら
檀
那
場
を
目
指
す
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
北
か
ら
常
陸
・
上

総
・
上
野
・
武
蔵
・
越
後
・
越
中
・
越
前
・
若
狭
・
伊
勢
、
南
は
丹
後
・
和

泉
・
播
磨
・
備
後
・
讃
岐
・
土
佐
・
出
雲
・
筑
後
と
、
東
北
か
ら
九
州
ま
で

広
範
囲
に
六
角
系
の
同
宿
輩
の
活
動
が
想
定
で
き
た
。

本
願
不
動
院
祐
尊
は
、
天
皇
・
将
軍
・
聖
護
院
門
跡
・
六
角
氏
を
背
景
に

犬
上
郡
の
総
鎮
守
と
し
て
の
多
賀
社
を
、
全
国
的
な
も
の
と
し
た
。
そ
の
成

果
を
目
に
見
え
る
形
と
し
て
、
奉
加
者
名
を
梵
鐘
に
刻
ん
だ
。
本
願
不
動
院

祐
尊
や
勧
進
坊
主
に
と
っ
て
の
記
念
碑
的
事
業
に
、
そ
の
頃
、
将
軍
直
臣
で

あ
り
な
が
ら
六
角
氏
と
結
び
つ
く
こ
と
で
支
配
を
実
現
さ
せ
た
近
江
尼
子
氏

が
、
筆
頭
奉
加
者
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

注（
１
）
菊
池
武
①
「
多
賀
大
社
の
本
願
と
坊
人
」（『
印
度
学
仏
教
学
研
究
』
三
一
│

二
、
一
九
八
三
年
）、
②
「
本
願
所
の
歴
史
」（『
日
本
歴
史
』
四
六
六
、
一
九

八
七
年
）。
大
高
康
正
「
中
近
世
に
お
け
る
本
願
の
社
内
定
着
化
」（『
山
岳
修

験
』
四
一
、
二
〇
〇
八
年
）。
工
藤
克
洋
「
聖
・
山
伏
が
う
み
だ
し
た
戦
国
期

の
本
願
」（『
年
報
中
世
史
研
究
』
三
五
、
二
〇
一
〇
年
）。
祐
川
恵
理
「
近
江

国
多
賀
社
本
願
の
成
立
と
展
開
」（
豊
島
修
・
木
場
明
志
編
『
寺
社
造
営
勧
進

本
願
職
の
研
究
』
清
文
堂
出
版
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
２
）
祐
川
、
注
（
１
）
論
文
。

（
３
）
黒
嶋
敏
「
山
伏
と
将
軍
と
戦
国
大
名
」（
同
『
中
世
の
権
力
と
列
島
』
高
志
書

院
、
二
〇
一
二
年
。
初
出
二
〇
〇
四
年
）。
聖
護
院
道
増
は
准
三
后
と
な
っ
た

天
文
十
年
以
降
、
本
山
派
再
建
を
本
格
化
さ
せ
た
。
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（
４
）
『
昭
和
六
十
年
度
滋
賀
県
文
化
財
調
査
年
報
』（
滋
賀
県
教
育
委
員
会
文
化
部

文
化
財
保
護
課
、
一
九
八
七
年
）。

（
５
）
①
『
多
賀
神
社
史
』（
多
賀
神
社
、
一
九
三
三
年
）。
②
坪
井
良
平
『
日
本
古

鐘
銘
集
成
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
二
年
）。
③
『
湖
東
地
方
の
文
化
財
（
滋

賀
県
）』（
文
化
庁
、
一
九
七
五
年
）。
④
『
多
賀
大
社
叢
書
』
文
書
篇
、
改
訂

版
（
多
賀
大
社
社
務
所
、
一
九
八
三
年
）。
⑤
『
多
賀
信
仰
』（
多
賀
大
社
社

務
所
、
一
九
八
六
年
）。
⑥
『
昭
和
六
十
年
度
滋
賀
県
文
化
財
調
査
年
報
』

（
注
４
文
献
）。
⑦
『
お
多
賀
さ
ま
へ
は
月
ま
い
り
』（
彦
根
城
博
物
館
、
一
九

九
四
年
）。
⑧
『
新
修
彦
根
市
史
』
五
、
史
料
編
（
彦
根
市
、
二
〇
〇
一
年
、

六
五
二
号
）。

（
６
）
二
〇
二
二
年
八
月
二
十
日
に
調
査
を
行
っ
た
。
梵
鐘
は
多
賀
大
社
境
内
の
鐘

楼
に
あ
る
。

（
７
）
⑨
熊
谷
幸
次
郎
「
多
賀
大
社
の
つ
り
鐘
と
銘
文
」（『
多
賀
大
社
叢
書
』
論
説
、

多
賀
大
社
社
務
所
、
一
九
七
九
年
。
初
出
一
九
七
〇
年
）。
⑩
木
村
光
伸
「
梵

鐘
奉
納
と
武
将
た
ち
」（『
多
賀
信
仰
』
一
九
八
六
年
、
注
５
⑤
文
献
）。
⑪

『
多
賀
信
仰
と
そ
の
周
辺
』（
滋
賀
県
琵
琶
湖
文
化
館
、
一
九
九
〇
年
、
各
個

解
説
）。
⑫
『
多
賀
の
文
化
財

考
古
・
美
術
工
芸
品
』（
多
賀
町
文
化
財
調

査
報
告
書
第
一
集
、
多
賀
町
教
育
委
員
会
、
一
九
九
一
年
）。
⑬
『
お
多
賀
さ

ま
へ
は
月
ま
い
り
』（
注
５
⑦
文
献
）。
⑭
仁
木
宏
「
戦
国
時
代
の
多
賀
社
を

信
仰
し
た
人
々
」（『
新
修
彦
根
市
史
』
一
、
通
史
編
、
彦
根
市
、
二
〇
〇
七

年
）。
⑮
工
藤
克
洋
「
聖
・
山
伏
が
う
み
だ
し
た
戦
国
期
の
本
願
」（『
年
報
中

世
史
研
究
』
三
五
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
８
）
西
島
「
京
極
氏
領
国
に
お
け
る
出
雲
国
と
尼
子
氏
」（
同
『
松
江
藩
の
基
礎
的

研
究
』
岩
田
書
院
、
二
〇
一
五
年
、
一
五
四
頁
）
の
追
記
２
で
は
、
縦
順
に

人
名
を
読
ん
で
「
尼
子
沙
弥
宗
心
」「
同
彦
助
」「
同
安
久
里
女
」
の
三
人
が

尼
子
氏
と
し
た
が
、
横
に
順
次
配
列
さ
れ
て
い
る
の
で
「
同
彦
助
」「
同
安
久

里
女
」
は
尼
子
氏
で
は
な
い
た
め
削
除
し
、
訂
正
す
る
。

（
９
）
「
左
京
大
夫
」
で
あ
る
こ
と
は
、『
戦
国
遺
文
』
佐
々
木
六
角
氏
編
（
村
井
祐

樹
編
、
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
九
年
）、
七
五
一
・
七
五
六
・
七
六
二
・
七
七

〇
号
、『
寛
永
諸
家
系
図
伝
』『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
等
を
参
照
。

（
１０
）
『
戦
国
遺
文
』
佐
々
木
六
角
氏
編
、
一
一
二
六
号
。

（
１１
）
『
戦
国
遺
文
』
佐
々
木
六
角
氏
編
、
一
一
二
四
号
。

（
１２
）
『
戦
国
遺
文
』
佐
々
木
六
角
氏
編
を
参
照
。

（
１３
）
西
島
「
戦
国
期
守
護
職
を
め
ぐ
る
尼
子
氏
と
京
極
氏
」（『
古
文
書
研
究
』
九

二
、
二
〇
二
一
年
）。

（
１４
）
伊
藤
俊
一
「
南
北
朝
〜
室
町
時
代
の
地
域
社
会
と
荘
園
制
」（
同
『
室
町
期
荘

園
制
の
研
究
』
塙
書
房
、
二
〇
一
〇
年
、
初
出
一
九
九
三
年
）。

（
１５
）
以
上
、
西
島
、
注
（
８
）
論
文
、
お
よ
び
注
（
１３
）
論
文
。
な
お
、
近
江
尼

子
氏
は
本
稿
で
扱
う
史
料
の
ほ
か
、
天
正
十
六
年
（
一
五
八
八
）
四
月
の
後

陽
成
天
皇
の
聚
楽
第
行
幸
時
、
関
白
豊
臣
秀
吉
の
前
駆
左
列
に
「
尼
子
宮
内

少
輔
」
が
い
る
（『
新
校
群
書
類
従
』
巻
四
一
所
収
「
聚
楽
第
行
幸
記
」）。
近

江
尼
子
氏
歴
代
の
官
途
「
宮
内
少
輔
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
近
江
尼
子
氏
と

考
え
ら
れ
、
豊
臣
期
に
は
秀
吉
配
下
と
し
て
存
続
し
て
い
た
。

（
１６
）
宮
島
敬
一
『
浅
井
氏
三
代
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
八
年
）
九
五
〜
九
九

頁
。

（
１７
）
『
戦
国
遺
文
』
佐
々
木
六
角
氏
編
、
一
一
二
三
号
。

（
１８
）
『
戦
国
遺
文
』
佐
々
木
六
角
氏
編
、
一
一
二
五
号
。『
思
文
閣
古
書
資
料
目
録

善
本
特
集
』
第
二
三
三
号
（
二
〇
一
三
年
、
七
〇
号
文
書
、
一
六
九
頁
）
の

写
真
で
文
字
の
高
さ
を
直
し
た
。

（
１９
）
専
行
寺
文
書
。『
多
賀
町
史
』
別
巻
（
多
賀
町
、
一
九
九
五
年
）
所
収
「
専
行

寺
文
書
」
三
│
二
五
に
活
字
が
あ
る
が
、『
多
賀
町
史
』
掲
載
の
文
書
全
て
の

端
裏
情
報
が
欠
落
し
て
い
る
。
二
〇
二
二
年
九
月
六
日
に
調
査
を
行
っ
た
が

原
本
に
よ
る
確
認
が
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
同
寺
所
蔵
の
端
裏
書
を
含
め
た

翻
刻
文
の
写
し
よ
り
復
元
し
た
。『
多
賀
町
史
』
上
（
多
賀
町
、
一
九
九
一

年
）
四
六
三
頁
。

（
２０
）
文
永
六
年
十
月
七
日
付
両
六
波
羅
探
題
下
知
状
（『
多
賀
大
社
叢
書
』
文
書

（
多
賀
社
）

篇
、
改
訂
版
、
三
号
）
に
「
当
社
者
犬
上
東
西
郡
鎮
守
也
、
両
郡
御
家
人
等
、

（
祀
）

勤
祭
使
、
郷
民
等
令
勤
馬
上
役
等
之
条
先
例
也
」
と
あ
る
。

西 島 太 郎

― ４８ ―

（１１１）



（
２１
）
『
多
賀
大
社
叢
書
』
記
録
篇
三
（
多
賀
大
社
社
務
所
、
一
九
七
九
年
）「
多
賀

観
音
院
古
文
書
巻
三
」
収
載
、
江
州
多
賀
大
社
別
当
不
動
院
由
緒
。

（
２２
）
『
改
訂
近
江
国
坂
田
郡
志
』
二
、
滋
賀
県
坂
田
郡
教
育
会
、
一
九
四
四
年
）
九

編
一
〇
章
三
節
二
項
多
賀
氏
。
二
木
謙
一
「
故
実
家
多
賀
高
忠
」（
同
『
中
世

武
家
儀
礼
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
五
年
。
初
出
一
九
七
四
年
）。

（
２３
）
宮
島
敬
一
『
戦
国
期
社
会
の
形
成
と
展
開
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
）

二
七
四
頁
。
松
下
浩
「
戦
国
期
六
角
氏
権
力
に
関
す
る
一
考
察
」（
新
谷
和
之

編
著
『
近
江
六
角
氏
』
戎
光
祥
出
版
、
二
〇
一
五
年
、
初
出
一
九
九
四
年
）。

（
２４
）
大
高
、
注
（
１
）
論
文
。

（
２５
）
『
多
賀
大
社
叢
書
』
文
書
篇
、
三
九
〜
五
四
号
。

（
２６
）
『
改
定
史
籍
集
覧
』
第
二
四
冊
。

（
２７
）
祐
川
、
注
（
１
）
論
文
。

（
２８
）
「
鈴
鹿
日
記
」
に
四
か
所
あ
る
多
賀
社
関
係
記
事
の
年
代
は
、
い
ず
れ
も
後
年

の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
多
賀
社
の
社
僧
の
初
見
と
さ
れ
る
延
文
元
年
二
月

朔
日
条
も
同
様
で
あ
る
。
な
お
、
川
上
行
蔵
「
食
生
活
語
彙
か
ら
み
た
『
鈴

鹿
家
記
』
の
史
料
性
に
つ
い
て
」（『
歴
史
公
論
』
七
三
、
一
九
八
一
年
）
も

参
照
の
こ
と
。

（
２９
）
『
多
賀
大
社
叢
書
』
文
書
篇
、
改
訂
版
、
六
二
号
。

（
３０
）
『
多
賀
大
社
叢
書
』
文
書
篇
、
改
訂
版
、
六
九
号
。

（
３１
）
『
御
湯
殿
上
日
記
』
天
文
十
八
年
五
月
二
十
八
日
条
。
こ
の
他
、
公
家
と
の
関

わ
り
と
し
て
、
①
飛
鳥
井
雅
綱
の
多
賀
社
参
詣
（
天
文
十
四
年
十
一
月
）、
②

山
科
言
継
の
「
江
州
多
賀
社
勧
進
帳
」
記
入
（
同
十
八
年
十
一
月
）、
③
言
継

の
「
多
賀
社
牛
王
札
」
受
け
取
り
（
同
十
九
年
正
月
）、
④
言
継
に
よ
る
「
去

年
勅
筆
」
取
次
の
礼
と
し
て
多
賀
社
宮
内
卿
法
師
か
ら
の
受
取
り
（
同
二
十

一
年
正
月
）
な
ど
が
窺
え
る
（『
言
継
卿
記
』
天
文
十
四
年
十
一
月
三
日
、
同

十
八
年
十
一
月
十
九
日
、
同
十
九
年
正
月
五
日
、
同
二
十
一
年
正
月
十
二
日

各
条
）。

（
３２
）（
３３
）
江
州
多
賀
大
社
別
当
不
動
院
由
緒
（
注
２１
文
書
）
に
拠
る
。

（
３４
）
天
文
十
一
年
三
月
十
一
日
付
多
賀
大
社
修
理
所
衆
議
定
書
（
注
２９
文
書
）
に
、

「
多
賀
大
社
勧
進
坊
主
修
理
所
事
」
と
あ
る
。

（
３５
）（
３６
）（
３７
）
大
高
康
正
①
「
多
賀
社
参
詣
曼
荼
羅
考
」（『
山
岳
修
験
』
三
九
、

二
〇
〇
七
年
）。
こ
の
他
、
多
賀
社
参
詣
曼
荼
羅
に
関
す
る
大
高
氏
の
著
作

に
、
②
「
多
賀
社
参
詣
曼
荼
羅
に
み
る
敏
満
寺
」（『
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
『
最
盛

期
敏
満
寺
を
復
元
す
る
』』
多
賀
町
立
文
化
財
セ
ン
タ
ー
編
・
刊
、
二
〇
一
〇

年
）、
③
『
多
賀
曼
荼
羅
の
世
界
』（
多
賀
大
社
、
二
〇
一
二
年
）
が
あ
る
。

（
３８
）
大
高
、
注
（
１
）
論
文
。

（
３９
）
江
州
多
賀
大
社
別
当
不
動
院
由
緒
（
注
２１
文
書
）。

（
４０
）
祐
川
、
注
（
１
）
論
文
。

（
４１
）（
４２
）
注
（
２９
）
文
書
。

〔
付
記
〕

梵
鐘
銘
文
調
査
で
は
多
賀
大
社
宮
司
片
岡
秀
和
様
、
権
禰
宜
龍
見
將
弘
様
、
古
文

書
調
査
で
は
専
行
寺
住
職
馬
場
了
祐
様
の
御
高
配
を
賜
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表

す
る
。

近江尼子氏と多賀社本願不動院 （１１２）

― ４７ ―


